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▲国立大学法人京都大学総長選考意向調査及び再意向調査に関する規程 
平成２６年４月２３日 

総長選考会議決定 
改正 令和元年１０月２８日総長選考会議決定 

令和３年１０月１５日総長選考会議決定 
令和８年１月２０日総長選考・監察会議決定 

（趣旨） 
第１条 この規程は、国立大学法人京都大学総長選考規程（平成１６年５月１９日総長選考会議

決定。以下「選考規程」という。）第５条第２項及び第６条第３項の規定に基づき、国立大学法

人京都大学の総長選考における意向調査及び再意向調査の実施方法等に関し必要な事項を定め

るものとする。 
（調査方法等） 

第２条 意向調査及び再意向調査は、１人１票の単記無記名による投票により行う。 
２ 前項の投票に関する事務は、総長選考・監察会議の委任に基づき教育研究評議会が管理する。 
（投票資格） 

第３条 前条第１項の投票の投票資格を有する者は、投票通告の日において理事である者又は次

の各号に掲げる者（特定有期雇用教職員、有期雇用教職員、時間雇用教職員及び招へい研究員

を除く。）とする。 
(1) 教授、准教授及び講師 
(2) 事務職員、技術職員その他職員のうち課長補佐相当職以上の者として別に定めるもの 

２ 前項に規定する者が投票日までに退職したときその他投票資格の基礎となる身分を有しない

者となったときは、その資格を失う。 
（投票通告） 

第４条 総長選考・監察会議は、教育研究評議会との協議のうえ第２条第１項の投票の実施の期

日を定め、投票資格を有する者に通告する。 
２ 前項の通告は、選考規程第２条第１項第１号による場合には総長の任期が満了する日の４５

日前までに、同項第２号及び第３号による場合にはできるだけ速やかに行う。 
（投票場所等） 

第５条 投票は、投票所において行う。ただし、別に定める遠隔地の部局又は部局附属の施設等

に勤務する者の意向調査に係る投票は、郵便による。 
２ 投票所に、投票管理者を置く。 
３ 代理投票及び不在者投票は認めない。 
（開票） 

第６条 開票は、開票所において行う。 
２ 開票所に、開票管理者を置く。 
３ 開票の立会いは、教育研究評議会の議を踏まえて第３条に規定する意向調査及び再意向調査

の投票資格を有する者のうちから教育研究評議会の議長が指名する者４名をもって行う。 
（候補者名簿等） 

第７条 総長選考・監察会議は、意向調査に係る投票に際して候補者の名簿及び略歴その他の情

報を投票資格を有する者に提示する。 
２ 総長選考・監察会議は、再意向調査に係る投票に際して候補者の名簿を投票資格を有する者

に提示する。 
３ 第一次総長候補者の名簿は五十音順に、その他の名簿は得票順に記載する。 
（教育研究評議会評議員が候補者となった場合の措置） 

第８条 教育研究評議会評議員が第一次総長候補者となったときは、第２条第１項の投票の事務

に加わることができない。 
（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長選考・監察会

議が定める。 
附 則 

この規程は、平成２６年４月２３日から施行する。 
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〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 
附 則 

この規程は令和４年４月１日から施行する。 
  附 則 
この規程は令和８年１月２０日から施行する。 

 


